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様式第 14 号（第 10 条関係） 

お政第１８６号 

 

行政不服審査裁決書 

 

審査請求人 〇 〇 〇 〇 

 

 上記審査請求人（以下「請求人」という。）から、令和７年５月２６日付けで提起

のあった行政文書一部開示決定処分（令和６年９月２５日付けお総第３９５号）に

対する審査請求（以下「本件審査請求」という。）について、次のとおり裁決します。 

 

第１ 主文 

   本件審査請求を却下する。 

 

第２ 事案の概要 

 (1) 請求人は、令和６年６月１８日付けで、おいらせ町長に対し、おいらせ町自

治基本条例の定めに基づく文書について（以下「本件対象文書」という。）の

開示請求を行った。 

 (2) 処分庁は、本件対象文書の一部が不存在であるとして、令和６年９月２５日

付けお総第３９５号により、行政文書一部開示決定処分（以下「本件処分」と

いう。）を行った。 

 (3) 請求人は、本件処分を不服とし、令和７年５月２６日付けで、審査庁である

おいらせ町長に対し、本件審査請求を行った。 

 

第３ 審理関係人の主張の要旨 

 (1) 請求人の主張 

   開示文書の閲覧後、開示文書が書き込まれた CD-R の配布が令和７年４月２

８日にあり、処分の存在を知った。 

   開示された文書は、広報おいらせのみであり、著しい不足であることから、

更なる開示を求める。 
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第４ 理由 

 (1)審査請求期間について 

 行政不服審査法（平成２６年法律６８号。以下「法」）第１８条第１項では、

「処分についての審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算し

て三月を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があると

きは、この限りではない。」と規定している。 

この「処分があったことを知った日」とは、当事者が書類の交付、口頭の告

知その他の方法により、処分の存在を現実に知った日のことであるとされ、当

事者が処分があったことを抽象的に知り得べき状態に置かれた日ではないが、

処分を記載した書類が当事者の住所に送達される等のことがあって、社会通念

上処分のあったことを当事者が知り得べき状態に置かれたときは、反証のない

限り、その処分があったことを知ったものと推定できるとされている（最高裁

判所判決昭和２７年１１月２０日民集６巻１０号１０３８頁）。 

(2)本件処分について 

 本件審査請求日は令和７年５月２６日であり、本件処分は令和６年９月２５

日であることから、その行政文書一部開示決定通知書は相当の期間内に自宅に

配達されたものと推認され、請求人が当該処分のあったことを知り得べき状態

にあったものと推定できる。 

 したがって、行政不服審査法（平成２６年法律第６８号。以下「法」という。）

第１８条第１項の審査請求期間が経過していることが認められる。 

(3)結論 

よって、本件審査請求は不適法であることから、法第４５条第１項の規定に

より、主文のとおり裁決する。 

 

令和７年７月２４日 

 

審査庁 おいらせ町長  成田 隆   

 

 

（教示） 

１ この裁決に不服のある場合は、この通知を受け取った日の翌日から起算して６
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か月以内に、おいらせ町を被告として（訴訟においておいらせ町を代表する者は、

おいらせ町長となります。）、裁決の取消しの訴えを提起することができます。 

  ただし、この裁決の取消しの訴えにおいては、不服申立ての対象とした処分が

違法であることを理由として、裁決の取消しを求めることはできません。 

２ ただし、上記の期間が経過する前に、この裁決があった日の翌日から起算して

１年を経過した場合は、裁決の取消しの訴えを提起することはできなくなります。

なお、正当な理由があるときは、上記の期間やこの裁決があった日の翌日から起

算して１年を経過した後であっても裁決の取消しの訴えを提起することが認め

られる場合があります。 


